
議案第10号 

 

四街道市営霊園の指定管理者の指定について 

 

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

１ 管理を行わせる施設の名称及び所在 

   名  称 四街道市営霊園 

   所  在 四街道市内黒田１０１０番地 

 

２ 指定管理者 

   所  在 四街道市池花２丁目６番 

   名  称 内黒田区 

   代表者名 区長 鈴木 守 

 

３ 指定期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

令和７年１１月２５日提出 

 

四街道市長  鈴 木 陽 介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

本案は、四街道市営霊園の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により提案するものであります。 


